
スポーツ少年団登録システム よくあるご質問（FAQ集） 

市区町村スポーツ少年団のご担当者様向け 

令和 2年 5月 14日時点 

 

 

１．市区町村スポーツ少年団の登録作業でお困りの方  

（1） 市区町村スポーツ少年団の登録料を設定したい ・・・P.2 

（2） 口座振込または減吟決裁にて登録料を支払う単位スポーツ少年

団にたいしてのメールを送信する方法がわからない 

・・・P.3～4 

 

２．単位スポーツ少年団に対しての作業でお困りの方  

（1） 単位スポーツ少年団にアカウントの発行メール（再招待メール）

を送りたい 

・・・P.5～6 

（2） 単位スポーツ少年団の Eメールアドレスを変更したい ・・・P.6～8 

（3） 単位スポーツ少年団のアカウントロックを解除したい ・・・P.9～11 

（4） 指導者 2名以下または団員 10名以下で登録したい ・・・P.12～13 

（5） 単位スポーツ少年団に登録している指導者、役員・スタッフの氏

名を変更したい 

・・・P.14～15 

 

 

３．登録システムの機能についてお困りの方  

（1） メールテンプレートの使い方がわからない ・・・P.16～18 

（2） コンビニ決済・クレジットカード決済を行った単位スポーツ少年

団の登録料はどのように市区町村スポーツ少年団に支払われるのか

わからない 

・・・P.19 
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1. 市区町村スポーツ少年団の登録作業でお困りの方 

 

（1） 市区町村スポーツ少年団の登録料を設定したい 

 

  ① 左メニュー欄の「年度設定」から設定したい年度をクリックしてください。 

 

  ② ページ下部の「単位スポーツ少年団に対する登録料」から登録料金の設定を行うことができ

ます。 

 
 

 

当該年度をクリックしてくださ
い。 

都道府県スポーツ少年団が設定している登録
料に市区町村スポーツ少年団の登録料を合算
した金額を設定してください。 
例）県設定額：団員 500円 
市設定額：700円（県 500円+市取り分 200円） 

市区町村独自で全ての単位団に設定している
登録料等がある場合は、その他の枠に設定し
てください。（例：単位団登録料など） 
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（2） 口座振込または現金決済にて登録料を支払う単位スポーツ少年団に対してメールを送信

する方法がわからない 

 

  ① 左メニュー欄の「支払依頼一覧」から送信する単位団を選んでください。 

 

  ② 「支払方法を設定」から支払方法と支払期限を選択して「保存する」をクリックすると、そ

の単位団へ自動的に送信されます。 

ステータスが「処理中」と表記されている
単位団名をクリックしてください。 
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当該単位団に対する支払方法を選択して
ください。 
・支払方法（銀行振込または窓口決済） 
・支払期限 

内容が確定次第、「保存する」をクリックし
てください。クリック後、システムより自動
的に支払依頼のメールが単位団に送信され
ます。 

登録料の納入が確認できた場合は「登録完
了」をクリックしてください。 
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2. 単位スポーツ少年団に対しての作業でお困りの方 

 

（1） 単位スポーツ少年団にアカウントの発行メール（再招待メール）を送りたい 

 

  ① 左メニュー欄の「団体管理」からメールを送りたい単位団を検索し、選択してください。 

 

  ② 【団体詳細】ページのアカウントから「再招待する」をクリックするとアカウントの発行メ

ール（再招待メール）が送信されます。 

 

再招待メールを送信する当該単位団をクリ
ックしてください。 
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（2） 単位スポーツ少年団の Eメールアドレスを変更したい 

 

  ① 左メニュー欄の「団体管理」からメールを送りたい単位団を検索し、選択してください。 

 

 

「OK」をクリックすると、システムから自動
的に再招待メールが単位団へ送信されます。 

メールアドレスを変更する当該単位団を
クリックしてください。 
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  ② 【団体詳細】ページのアカウントから団体の「ログイン ID」をクリックしてください。 

 

  ③ 【アカウント詳細】の「メールアドレスの変更」から、変更したいメールアドレスを記入し

「保存する」をクリックすると変更されます。 
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既に記載されているメールアドレスを削除し、新
しいメールアドレスに修正し、修正完了後、「保存
する」をクリックしてください。 
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（3） 単位スポーツ少年団のアカウントロックを解除したい 

 

  ① 左メニュー欄の「団体管理」から対象の単位団を検索し、選択してください。 

 

  ② 【団体詳細】ページのアカウントから団体の「ログイン ID」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

ロック解除を行う当該単位団をクリックしてくだ
さい。 
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  ③ 【アカウント詳細】の「編集」からアカウントの状態を変更することができます。 

 

 

現在のアカウント情報が表示されます。 
ログインに 10回失敗した場合、ロックが
かかります。 
「編集」ボタンをクリックしてください。 
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①ログイン失敗回数を 10回→0回に修正 
②アカウント状態を「ロック中」→「有効」に修正 
①と②の作業が完了次第、「保存する」をクリックし
てください。 

① 
② 
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（4） 指導者 2名以下または団員 10名以下で登録をしたい 

 

  ① スポーツ少年団登録規程・同規程施行細則に定める登録要件を満たしていない場合、登録

を進める画面で「確定」ボタンが出ません。単位スポーツ少年団より市区町村スポーツ少

年団にご連絡をしていただきます。 

 

 

  ② 市区町村スポーツ少年団・都道府県スポーツ少年団が登録を認めた場合、市区町村スポーツ

少年団にて登録システム上で登録者の確定を行います。 

 

 「団体管理」より当該単位団を選択します 
 当該単位団の「成り代る」をクリックします 
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  ③ その後、単位団にて登録システムで、「メンバー登録」から決済方法を選択の上、登録手続き

を進めてください。 

 

 

 

  

 「メンバー登録」より登録作業中の日付をクリック
します 

  登録要件に満たしていない場合でも、市区町村や
都道府県で「成り代る」を行うと「確定する」ボタ
ンが表示されます 

 「確定する」ボタンをクリックすると登録内容が申
請されます 
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（5） 単位スポーツ少年団に登録している指導者、役員、スタッフの氏名を変更したい 

 

  ① 左メニュー欄の「指導者管理（役員・スタッフ管理）」から氏名を変更したい指導者（役

員・スタッフ）の氏名をクリックしてください。 

 

  ② 【指導者詳細（役員・スタッフ詳細）】の基本情報にある「編集」で氏名の変更ができます。

ただし、性別の変更はできません。 

 
 

指導者管理または役員・スタッフ管理をクリックし、 
修正する当該者の氏名をクリックしてください。 
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都道府県・市区町村スポーツ少年団では氏名（姓・名）
の修正が可能です。 
単位団は登録完了後、氏名(姓)のみ修正が可能です。 
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3. 登録システムの機能についてお困りの方 

 

（1） メールテンプレートの使い方がわからない 

 

  ① 左メニュー欄の「メールテンプレート管理」から「＋作成」を選択してください。 

 

  ② 名称・タイトル・本文を記入して「保存する」を選択すると、テンプレートを保存することが

できます。 

 

名称（テンプレート名）を入力し、メールに記載される
タイトルと文章を記載後、「保存する」をクリックして
ください。 
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  ③ 送信する場合は、左メニュー欄の「団体管理」から送信したい単位団の登録番号左にあるチェ

ックボックスにチェックを付けてください。 

 

 

 

  ④ 「メールを送信する」をクリックすると、【メール送信】ページで作成済みのテンプレートを

選択することができます。 

テンプレート作成画面で記入した内容が
反映されます。内容の編集や削除を行いた
い場合は、右上の「編集」または「削除」
をクリックしてください。 

団体管理画面より左側上段のチェックボックスにチェックを
入れると全ての単位団にチェックが入ります。（個別に送信す
る場合は、検索して該当の単位団のみチェックを入れてくだ
さい。） 
チェックを入れたのち、右上の「メールを送信する」をクリ
ックしてください。 
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テンプレートのプルダウンより送信するテンプレー
トを選択してください。 
返信先は空欄の場合は、送信専用機能（返信できな
い）となりますので、返信を希望する場合は、返信先
のメールアドレスを記入してください。 
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（2） コンビニ決済・クレジットカード決済を行った単位スポーツ少年団の登録料はどのように

市区町村スポーツ少年団に支払われるのかわからない 

 

  4月・5月に支払われた登録料は 6月末までに、6月・7月に支払われた登録料は 8月末までに、

8 月以降に支払われた登録料は 10 月末（予定）までに市区町村スポーツ少年団が設定している

銀行口座にペイメントセンターから一括で支払われます。 

 
 


